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１．基本情報

独立役員である

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ 　 　 ○ 有

2 社外取締役 ○ 　 ○ 有

3 社外取締役 ○ 　 ○ 有

4 社外取締役 ○ ○ 指定 有

5 社外監査役 ○ ○ 有

6 社外監査役 ○ ○ 有

7 社外監査役 ○ ○ 有

３．独立役員の属性・選任理由の説明

1

2

3

4

5

6

菊間千乃氏は、テレビ放送のアナウンサーとしてマスメディア等の業務を経験された
のち、弁護士として、各種訴訟・非訟・保全事件などの紛争解決、労働・ガバナン
ス・危機管理・不祥事対応などの企業法務、エンターテインメント、家事及び少年事
件を含む刑事その他幅広い分野において活躍されています。同氏は、過去に社外取締
役になること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、当社は同氏が
法律の専門家として企業法務に精通しており、コーポレート・ガバナンスに関する十
分な見識と幅広い経験を取締役会の意思決定機能及び経営監督機能の強化に活かし、
当社グループの企業価値向上に貢献していただくことができると判断しております。
また、同氏は、東京証券取引所が定める社外役員独立性判断基準及び当社が定める社
外役員独立性判断基準（４．補足説明参照）を満たしており、独立役員にして指定し
ています。

髙井龍彦氏は、三井金属鉱業株式会社において、長年にわたり、経理、財務、管理、
経営企画等の業務を担当されたのち、同社の最高財務責任者(CFO)兼上席執行役員及
び常勤監査役を歴任され、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているうえ、
同社における常勤監査役としての豊富な経験から監査役の職務に精通しており、当社
の社外監査役として独立した見地から、取締役会の意思決定及び取締役の職務執行に
対する監視機能の強化、監査役監査機能の強化並びに会計監査人の職務遂行の監視・
検証機能の充実に貢献していただくことができると判断しています。また、同氏は、
東京証券取引所が定める社外役員独立性判断基準及び当社が定める社外役員独立性判
断基準（４．補足説明参照）を満たしており、独立役員に指定しています。

作野周平氏は、横河電機株式会社において、グループを統括する経営管理業務を担当
されたのち、経理財務及び経営監査等の常務執行役員を歴任され、会計、財務、内部
統制、リスク管理、内部監査体制の構築及びコーポレート・ガバナンスに関する経験
と見識を有しており、当社の社外監査役として独立した見地から、取締役会の意思決
定及び取締役の職務執行に対する監視機能の強化、監査役監査機能の強化並びに会計
監査人の職務の執行の監視・検証機能の充実に貢献していただくことができると判断
しています。また、同氏は、東京証券取引所が定める社外役員独立性判断基準及び当
社が定める社外役員独立性判断基準(４．補足説明参照)を満たしており、独立役員に
指定しています。

松本和幸氏は、ナブテスコ株式会社の経営者として長年にわたり活躍され、企業経営
者としての豊富な経験に加え、技術戦略に関する幅広い見識を有しており、2013年
６月より当社の社外取締役として、客観的かつ独立した公正な立場で経営を適切に監
督されています。当社は、同氏の経験と知見を当社の経営に反映するとともに、独立
性・中立性を担保された立場から、取締役会の意思決定機能及び経営監督機能の強化
に貢献していただくことができると判断しています。また、同氏は、東京証券取引所
が定める社外役員独立性判断基準及び当社が定める社外役員独立性判断基準（４．補
足説明参照）を満たしており、独立役員に指定しています。

天羽稔氏は、グローバルに事業を展開するデュポン株式会社の経営者として長年にわ
たり活躍され、企業経営に係る豊富な経験に基づく高い見識を有しており、2015年
６月より当社の社外取締役として、客観的かつ独立した公正な立場で経営を適切に監
督されています。当社は、同氏の経験と知見を当社の経営に反映するとともに、独立
性・中立性を担保された立場から、取締役会の意思決定機能及び経営監督機能の強化
に貢献していただくことができると判断しています。また、同氏は、東京証券取引所
が定める社外役員独立性判断基準及び当社が定める社外役員独立性判断基準（４．補
足説明参照）を満たしており、独立役員に指定しています。

選任の理由（※５）

藤原裕氏は、金融機関の海外支店の責任者を歴任されたのち、グローバルに事業を展
開するオムロン株式会社の財務・IR・グループ戦略担当執行役員として活躍され、グ
ローバルな観点からの経営管理に高い見識を有しており、2017年６月より当社の社
外取締役として、客観的かつ独立した公正な立場で経営を適切に監督されています。
当社は、同氏の経験と知見を当社の経営に反映するとともに、独立性・中立性を担保
された立場から、取締役会の意思決定機能及び経営監督機能の強化に貢献していただ
くことができると判断しています。また、同氏は、東京証券取引所が定める社外役員
独立性判断基準及び当社が定める社外役員独立性判断基準（４．補足説明参照）を満
たしており、独立役員に指定しています。

番号 該当状況についての説明（※４）

異動内容
本人の
同意

松本　和幸

天羽　稔

藤原　裕

菊間　千乃

髙井　龍彦

作野　周平

小林　彩子

独立役員届出書の
提出理由

当社の「社外役員独立性判断基準」を改定した結果、新たに独立役員として届
け出る社外取締役がいるため。

番号 氏名
社外取締役／
社外監査役 独立役員

役員の属性（※２・３）

提出日 2021/10/26 異動（予定）日 2021/11/10

独 立 役 員 届 出 書

会社名 株式会社キッツ コード 6498

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）

1/2



株式会社キッツ_独立役員届出書20211026.xlsx

7

４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

小林彩子氏は、弁護士として、ファイナンス、企業法務、コンプライアンス、Ｍ
&A、争訟・紛争解決、危機管理その他幅広い分野において活躍されています。同氏
は、豊富な経験と高度な知見を有しており、当社の社外監査役として独立した見地か
ら、取締役会の意思決定及び取締役の職務執行に対する監視機能の強化、監査役監査
機能の強化並びに会計監査人の職務遂行の監視・検証機能の充実に貢献していただく
ことができると判断しています。また、同氏は、東京証券取引所が定める社外役員独
立性判断基準及び当社が定める社外役員独立性判断基準（４．補足説明参照）を満た
しており、独立役員に指定しています。

当社は、2021年11月10日開催予定の取締役会において、以下の通り、社外役員独立性判断基準の改定を行います。この基準改定の目的は、2021年６月に改訂

されたコーポレートガバナンス・コードの内容を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、当社のガバナンス向上に適した独立性のある社

外役員候補者選定に係る基準の見直しを行うほか、各基準項目の定義をより明確にするものです。

【社外役員独立性判断基準】

当社は、社外役員（社外取締役・社外監査役）または社外役員候補者が会社法で定める社外性の要件を充足し、かつ下記①乃至⑫のいずれの事項にも該当しない

場合に「独立性」があると判断いたします。

① 当社及び当社の子会社（以下「当社グループ」という）の業務執行者（注１）または過去10年間（注２）において当社グループの業務執行者であった者
（注１） 「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者であって、業務執行取締役その他の使用人のほか、執行役員、顧問、相談役その他役員に

準ずる地位にある者を含む。

但し、①及び⑫における社外監査役の独立性判断においては、「業務執行者」に非業務執行取締役を加える。

（注２） 「過去10年間」とは、社外役員への就任前10年間をいう。但し、当該過去10年内のいずれかのときにおいて、当社グループの非業務執行取締役または監査役であったこと

がある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間を意味する。

② 当社グループを主要な取引先とする者（注３）またはその業務執行者
（注３） 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、当社グループに対して製品またはサービスを提供している取引先であって、直近事業年度における取引額（当社グループ

がその者に支払う額）がその者の年間連結総売上高の２％以上の額となる者をいう。

③ 当社グループの主要な取引先（注４）またはその業務執行者
（注４） 「当社グループの主要な取引先」とは、当社グループが製品またはサービスを提供している取引先であって、直近事業年度における取引額（その者が当社グループに支払

う額）が当社グループの年間連結総売上高の２％以上の額となる者をいう。

④ 当社グループが借入れを行っている主要な金融機関（注５）またはその業務執行者
（注５） 「主要な金融機関」とは、直近事業年度末における当社グループの連結総資産の２％以上の額を当社グループに融資している金融機関またはその親会社もしくは子会社を

いう。

⑤ 当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産（注６）を得ている弁護士等の法律専門家、公認会計士もしくは税理士等の会計専門家またはコン

サルタントである者（但し、当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の理事その他の業務執行者である者）
（注６） 「多額の金銭その他の財産」とは、当該財産を得ている者が個人の場合は直近事業年度において1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益、法人・組合等の団体である

場合は過去３事業年度の平均で当該団体の連結総売上高または総収入額の２％以上の額の金銭その他の財産上の利益をいう。

⑥ 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者

⑦ 当社グループから多額の寄付または助成（注７）を受けている者（但し、当該寄付または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の

理事その他の業務執行者である者）
（注７） 「多額の寄付または助成」とは、直近事業年度において1,000万円を超える金銭その他の財産の寄付または助成をいう。

⑧ 当社の主要株主（注８）または当該株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
（注８） 「当社の主要株主」とは、直接保有・間接保有を問わず、直近の事業年度末において議決権保有割合５％以上を保有する株主をいう。

⑨ 当社グループが大口出資者（注９）となっている者またはその業務執行者
（注９） 「大口出資者」とは、当社グループが直近の事業年度末において相手方の議決権の５％以上の出資をしている者をいう。

⑩ 当社グループから取締役（常勤・非常勤）を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者

⑪ 過去３年間において、上記②乃至⑩に該当していた者

⑫ 以下のいずれかに該当する者（但し、重要な地位にある者（注10）に限る）の近親者（注11）

(1) 現在、当社グループの業務執行者または非業務執行取締役である者

(2) 過去３年間において当社グループの業務執行者であった者

(3) 上記②乃至⑪に該当する者
（注10） 「重要な地位にある者」とは、取締役、執行役員、顧問、相談役その他役員に準ずる地位にある者または部長相当職以上の上級管理職にある使用人をいう。 但し、(3)に

おいては社外取締役を除く。

（注11） 「近親者」とは、配偶者または二親等以内の親族をいう。

以上
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